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高 知 県 消 費 生 活 協 同 組 合 法 施 行 細 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

平 成 22年  月  日  

高 知 県 知 事  尾 﨑  正 直  

高 知 県 規 則 第  号  

高 知 県 消 費 生 活 協 同 組 合 法 施 行 細 則  

高 知 県 消 費 生 活 協 同 組 合 法 施 行 細 則 （ 平 成 12年 高 知 県 規 則 第

112号 ） の 全 部 を 改 正 す る 。  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 消 費 生 活 協 同 組 合 法 （ 昭 和 23年 法 律 第 20 0

号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） を 施 行 す る た め 、 法 、 消 費 生 活 協 同

組 合 法 施 行 令 （ 平 成 19年 政 令 第 3 7 3号 ） 及 び 消 費 生 活 協 同 組 合  

 
 

法 施 行 規 則 （ 昭 和 23年     第 １ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、  
 
 

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 総 会 又 は 総 代 会 の 開 催 の 届 出 ）  

第 ２ 条  消 費 生 活 協 同 組 合 及 び 消 費 生 活 協 同 組 合 連 合 会 （ 次 条 に

お い て 「 組 合 」 と い う 。 ） は 、 総 会 又 は 総 代 会 を 開 催 し た と き

は 、 当 該 総 会 又 は 総 代 会 が 終 了 し た 日 か ら ２ 週 間 以 内 に 、 法 第

45条 第 １ 項 （ 法 第 47条 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 議 事 録 又 は そ の 謄 本 を 添 え て 、 そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 法 第 40条 第 １ 項 第 ４ 号 、 第 ５ 号 又 は 第

７ 号 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 47条 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） に 掲 げ る 事 項 の 議 決 を し た と き は 、 そ の 関 係 書 類 を 添

付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 届 出 事 項 ）  

第 ３ 条  組 合 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 遅 滞 な

く 、 そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

(１ ) 法 第 31条 の ３ 第 １ 項 又 は 第 31条 の ４ （ こ れ ら の 規 定 を 法

第 31 条 の ８ 第 ４ 項 又 は 第 73 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ り 役 員 、 会 計 監 査 人 又 は 清 算 人 が 損 害 を 賠

償 す る 責 任 を 負 っ た と き 。  

(２ ) 法 第 31条 の ６ （ 法 第 31条 の ８ 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 役 員 若 し く は 会 計 監 査 人 の 責 任 を 追 及 す る 訴

え 若 し く は 法 第 73条 の 清 算 人 の 責 任 を 追 及 す る 訴 え 、 法 第 46

条 （ 法 第 47条 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 総 会

若 し く は 総 代 会 の 決 議 の 不 存 在 若 し く は 無 効 の 確 認 若 し く は

取 消 し の 訴 え 若 し く は 法 第 56条 の ２ の 創 立 総 会 の 決 議 の 不 存

在 若 し く は 無 効 の 確 認 若 し く は 取 消 し の 訴 え 、 法 第 50条 （ 法

第 50条 の ２ 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 出 資 一
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口 の 金 額 の 減 少 の 無 効 の 訴 え 若 し く は 共 済 事 業 の 全 部 若 し く

は 一 部 の 譲 渡 若 し く は 共 済 事 業 に 係 る 財 産 の 移 転 の 無 効 の 訴

え 、 法 第 61条 の ２ の 設 立 の 無 効 の 訴 え 又 は 法 第 71条 の 合 併 の

無 効 の 訴 え が 提 起 さ れ た と き 。  

(３ ) 法 第 33条 第 １ 項 、 第 35条 第 ２ 項 又 は 第 47条 の ２ 第 ２ 項 の

規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き 。  

(４ ) 法 第 62条 第 １ 項 各 号 （ 第 ５ 号 を 除 く 。 ） 又 は 定 款 に 定 め

た 解 散 の 事 由 が 発 生 し た と き 。  

(５ ) 法 第 74条 第 １ 項 の 設 立 の 登 記 、 法 第 75条 の 変 更 の 登 記 、

法 第 77条 の 職 務 執 行 停 止 の 仮 処 分 等 の 登 記 、 法 第 78条 の 吸 収

合 併 の 登 記 、 法 第 78条 の ２ の 新 設 合 併 の 登 記 、 法 第 79条 の 解

散 の 登 記 又 は 法 第 80条 の 清 算 結 了 の 登 記 が 完 了 し た と き 。   

(６ ) 法 第 76条 又 は 第 81条 か ら 第 83条 ま で の 主 た る 事 務 所 又 は

従 た る 事 務 所 に 係 る 登 記 が 完 了 し た と き 。   

(７ ) 法 第 90条 の 請 求 を 認 容 す る 判 決 が 確 定 し た 場 合 の 登 記 が

完 了 し た と き 。    

(８ ) 事 務 所 を 新 設 し 、 移 転 し 、 又 は 廃 止 し た と き 。    

(９ ) 選 任 、 任 期 の 満 了 、 辞 任 、 解 任 そ の 他 の 事 由 に よ り 、 役  

員 、 会 計 監 査 人 又 は 清 算 人 を 定 め 、 又 は 変 更 し た と き 。    

( 1 0 )  役 員 、 会 計 監 査 人 又 は 清 算 人 の 氏 名 又 は 住 所 に 変 更 が

あ っ た と き 。    

( 1 1 )  定 款 に 定 め る 時 期 に 通 常 総 会 又 は 通 常 総 代 会 を 開 催 す る

こ と が で き な い と き 。    

( 1 2 )  総 会 若 し く は 総 代 会 が 成 立 し な か っ た と き 又 は 総 会 若 し

く は 総 代 会 の 開 催 を 延 期 し た と き 。    

( 1 3 )  規 約 （ 法 第 26条 の ３ 第 １ 項 又 は 第 26条 の ４ に 規 定 す る も

の を 除 く 。 ） 、 規 則 そ の 他 の 規 程 を 設 定 し 、 変 更 し 、 又 は 廃

止 し た と き 。    

( 1 4 )  事 業 の 全 部 若 し く は 一 部 を 休 止 し 、 又 は 休 止 し て い た 事

業 を 再 開 し た と き 。    

( 1 5 )  破 産 手 続 開 始 の 申 立 て を し 、 又 は 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を

受 け た と き 。     

（ 委 任 ）  

第 ４ 条  こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め

る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


